
 通所施設用  

令和５年７月 船橋市保健所 健康危機対策課 

   

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐために 

 

通所施設の利用者・職員で複数名の感染者が出た場合、感染拡大を防ぐために、

以下の対応をお願いします。 

 

 

家族等への情報提供 

利用者、利用者の家族、ケアマネジャー等に施設内の感染状況 

（いつから、何人の感染者がでているか等）を伝える 

数日間のサービスの提供休止を検討 

感染者の最終利用日から数日間のサービスの提供休止を検討する 

（５日間程度サービスの提供を休止することで感染経路を断つことができます） 

サービスを続ける場合の対応 

・利用意向の確認 

利用者、利用者の家族、ケアマネジャー等に施設内の感染状況を文書等で伝え、 

継続利用するかを利用者に判断してもらう 

・サービスの一部制限を検討    

 

 

①社会的にサービスを 

止めることができない

方のみの利用 

 

②オミクロン株対応型ワクチン 

接種済者、令和４年８月以降 

新型コロナウイルス感染症に

罹患済みの方等 

重症化リスクの 

低い方のみの利用 

・マスク着用のお願い 

利用者へマスク着用の必要性を説明し強く勧める 

③感染リスクの高い 

アクティビティの 

一時中止 

 


